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１．はじめに

東日本の太平洋沿岸の水産都市に甚大な被害をもた

らした東日本大震災から丸四年が経過しようとしてい

る。被災した水産都市では東日本大震災からの復旧・

復興に向けて工場などの再建が進みつつある。東日本

大震災からの復興に関する事業のうち水産分野につい

ては，大学や公的研究機関などが中心となり進められ

ており，これらの事業成果でもある技術成果について

は被災地域の水産都市振興のために被災地域限定で還

元及び増強することは言うまでもない。その目的を果

たすためにも，東日本大震災の被災水産都市に成果を

集中還元する手段として，事業の技術成果について独

占排他権である知的財産権で確保することは意義がある。

また，農林水産業でもグローバル化が謳われる今日

は，農林水産物の流通範囲がますます広域になってき

ており，法的対抗手段ともなる知的財産戦略は重要性

を増している。しかし，日頃の職務から，農林水産業

の従事者にその重要性が伝わっていないと感じること

も多々ある。

そこで，東日本大震災復興支援の一環で，公的教育
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被災水産都市での知的財産支援活動

2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波は，日本の水産業に甚大なる被

害をもたらした。その範囲は，北は北海道から南は千葉県までという非常な広域であり，日本の水産都市は壊

滅的な被害をうけた。

従前の研究から水産業界では中小かつ零細の経営体が多いなどの理由から知的財産の手当までは難しいこと

や，東日本大震災以前からも，日本全般，特に東北地域で知的財産を保護・取得するという概念はほとんどな

いことを見出した。

魚介類は良質なタンパク質源を供給することが出来，食糧自給面からも重要な産業と捉えることが出来る。

また，良質なタンパク質源の供給の基幹産業でもある水産業，特に養殖業は，世界的にみると成長産業でもあ

り，その成長は技術革新による所もあり，特許などの知的財産権による技術保護も重要となってくる。

一方，水産物は最終的に食品として市場に流通することから，企業の経営戦略から知的財産戦略を考えると，

ブランド戦略が中心となり，業務上の信用を保護対象とした永久権の性質も持つ商標権などの活用が鍵となる。

東日本大震災の復興支援の一環として，筆者は水産業を俯瞰出来る公的教育研究機関の弁理士の立場から中

小零細の水産業の実態に併せた知的財産取得啓発活動を中心に行ってきた。それらはブランド育成（商標権）

を核として将来に必要となる「無形財産権〜知的財産権〜開発成果」を，受援者自身で活用できる復興支援と

しての知的財産支援活動である。
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研究機関である水産総合系の大学に所属する弁理士

（国立大学法人東京海洋大学 産学・地域連携推進機

構所属）の立場から，東日本大震災の被災地の水産業

界の企業などが知的財産権の取得・保護を基点として

知的財産戦略を組めるようにするため，「水産復興に

係る（復興事業に携る）研究者向け」と「支援を受け

る側である受援者（被災水産都市）」に分けて，知的財

産の支援活動を実施している。

本論文では，受援者（被災水産都市）向けの支援活

動について，報告できる範囲内で紹介させていただく。

なお，復興支援活動をする者を「支援者」と呼ぶこ

とから，本論文では，復興支援活動を受援する者を

「受援者」と呼ぶ。

２．水産業と水産都市について

コーリン・クラークによると，水産業とは水産物の

漁獲・採取・養殖，冷蔵・冷凍・加工，市場・輸送・

販売の各分野にかかわる産業と定義(1)され，実に広い

産業分野で形成される。水産業は，水界の動植物を生

産対象として行われる漁業と養殖，その生産物を原料

とする水産加工，生鮮および加工，水産物の輸送・保

管・流通と言った，漁業に端を発する各事業分野を包

括するものであり(2)，相互に緊密な関係を結んで全体

として他産業から独立した一つの産業システムを形成

している面がある（図 1）。

図１ 水産業の産業システム構図

世界人口が 65 億人を超えた現在，水や食糧不足の

問題に直面する可能性も否定できなく，農林水産業は

食料自給の根幹産業であることから，世界的にも重要

産業と捉えられている。

食料自給の観点からみても，水産物は良質なタンパ

ク源を供給することが出来，養殖業はその潜在的な能

力と高い飼料転換効率の点から動物性タンパク質を供

給する役割をより一層課せられている(3)。また，漁業

の乱獲や海洋環境の変化などの影響からも，養殖に力

を入れる・力を入れなくてはならなくなった国が多く

なったこともあり，養殖業は世界的に成長産業でもあ

り（図 2），この成長は，技術革新の貢献も大きいとこ

ろである(4)。

図２ 世界の漁業と養殖業の生産量

世界漁業・養殖業白書 2012 年からデータを引用

（http: //www.jaicaf.or.jp/fileadmin/user_upload/publications

/sofia2012.pdf）

日本では，水産物を水揚げする全国約 2,000あまり

の漁港などを中心に，水産業よりなる「水産都市」が

形成され，この水産都市を中心に水産業が営まれてい

る。全国的に著名な水産都市として，銚子，焼津，釧

路，八戸，境港，根室，長崎，枕崎，石巻，気仙沼(5)な

どがあげられる。これらのうち，三都市が被災地域で

あり，甚大なる被害を被った。

一方，日本の水産業は，埋立ての進行，周辺海域の

環境の悪化，漁業による乱獲，海洋環境の変化による

水産資源の減少や他食品との競合などによる価格の低

迷などにより，日本の漁業生産量，生産金額が共に減

少し，漁業者数は約 20 万人にまで落ち込み，漁業従事

者の年齢も高齢化している（図 3）。そうした背景か

ら，水産都市では過疎高齢化についても問題となって

いる。
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図３ 漁業就業者数

平成 24年漁業就業動向調査報告書からデータを引用

（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/gyogyou_doukou/）

こうした負の状況の打開策として，農林水産品の高

付加価値化や製造業，観光などのサービス業との連携

といったいわゆる「六次産業化」（図 4）が鍵とされて

いる。現に，農林水産省では，一次産業の農林漁業者

と二次・三次産業の事業者が連携し，一次産業が産み

出したこれら地域資源の価値を二次・三次産業を通し

て付加価値をつけながら，消費者に届ける「六次産業

化」の取組を推進し，農林漁業者の所得の確保と農山

漁村における雇用機会の創出を図る(6)など，多くの政

策が実行されている。結果として水産都市では全国的

に六次産業化の取組みが活性化されることになった。

図４ 水産業の六次産業化

被災水産都市でもある気仙沼市では，将来に向けた

気仙沼市の発展的かつ持続的な水産業の構築を目指し

て，水産業輸出促進等調査事業を実施すると共に，

産・学・官が連携した地域の水産物の多角的利用を進

め，本震災前から衰退傾向にあった水産業について，

漁業中心の水産業ではなく，新たな水産業の創生を目

指している。この様な取り組みは被災水産都市の中で

は気仙沼だけに限らず，他の被災水産都市でも同様に

進められている。

これは，本震災を契機として，震災以前から衰退し

ていた日本の水産業を単なる復旧ではなく新たな産業

形態としての水産業の創生，水産業・水産都市の振興

を目標に掲げ，それに呼応した水産業のイノベーショ

ンを目的とした震災復興事業や六次産業化を進めてい

ると捉えることが出来る。

水産業のイノベーション，六次産業化に向けた取り

組みは，必然的に技術開発やブランド化を前提とした

商品開発をすることになり，この様な取り組みを成功

させるためにも，事業成果（技術成果やブランド）に

ついては知的財産権の取得・保護・活用をしていく必

要がある。更には，知的財産戦略の立案も重要となっ

てくる。

東日本大震災の被災都市には，八戸，石巻，気仙沼

の他に，いわき，宮古，大船渡，久慈などの全国的に

も有名な水産都市も含まれていることから，被災した

水産都市が目指している水産業・水産都市の復興に知

的財産権の支援というかたちで寄与することが求めら

れよう。

３．東日本大震災の復興状況について

東日本大震災の被災地でもある岩手・宮城・福島の

三県は，本震災前は，水揚げ量は 464 千トン，水揚金

額は 800 億円と全国シェアの約 20％弱を占める太平

洋沿岸の水産業が盛んな地域であった。

しかし，東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波

は，これらの地域を中心に日本の水産業に甚大なる被

害をもたらし（図 5），東北地域だけでなく北は北海道

から南は千葉県まで全国の漁業生産量の半数を占める

太平洋沿岸の水産都市は壊滅的な被害をうけた。
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図５ 水産関係施設等の復旧・復興の概況

平成 25年度水産白書から引用

（http: //www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h25_h/trend/1/

t1_2_7_1.html）

これまでに，東日本大震災の被災地域には，気仙沼

市を中心に平均月に 2 回程度，延べ 40 回程の訪問を

行った。

その間，関係者から被災された当時の様子について

お話を聞く機会がある。東京在住であり大津波による

被災を受けなかったものにとっての東日本大震災の生

の体験話は，想像を超える生死の話や被災生活であ

り，被災地域の方々は，壮絶な体験をされてきたこと

は容易に想像がつく。また，そうした経験をされてい

るためか，本震災をきっかけに地元への愛着がより

いっそう芽生えたと話される方も多い。

被災地域では水産関連業の方々と仕事をすることが

多いので，当然のことかもしれないが，その大半（お

よそ八割程度）は大地震に伴う大津波により住宅や会

社・工場が流され，本震災から四年が経過した現在で

も仮設住宅やアパート暮らしをされている。かつ，新

しく住宅を建築された方は皆無に等しい。

その様な自身の生活も復旧されていない状況の中

で，自身の会社再建や被災水産都市の復旧・復興に尽

力されており，かつ，いつも明るく接して戴き，頭が

下がる思いである（写真 1）。

写真１ 2015 年 1月現在の気仙沼漁港近くの様子 未だに

更地が多い状況である

被災地には社会貢献活動の一環などの理由から企業

や被災地以外の地方自治体から任期付で派遣されてい

る方々も比較的に多い。彼らは，被災地に居住するか

たちで本震災の復興支援活動をしている。中には国家

資格保有者もいて，資格の任務を遂行するために資格

外の仕事もされていることがある。

また，水産業の復興では福島第一原子力発電所事故

の問題を無視することは出来ない。水産業の真の復興

までには様々な課題も多く，水産分野での東日本大震

災の復興支援活動は先行きが長い。

４．水産業の知的財産権取得状況について

水産業の技術保護に関する知的財産権を量的にとら

えるために，水産分野での代表的な技術保護手段であ

る特許及び種苗登録についての出願状況を解析した。

特許出願の分析については Biz-cruncher（株式会

社パテント・リザルト社製）を使用し，特許出願から

国際特許分類（IPC分類）から水産関連の分野が付与

されている特許出願を抽出（該当する IPC分類は別途

記載）し，水産関連の特許出願数として，分析・解析

した。

水産関連の特許出願数は他産業（重点 8分野の特許

出願）と比較するとそれほど多くないこと（表 1）や，

農林水産省が公表している種苗登録出願数は農産品と

比較して水産品（海藻）は極端に少ないこと（表 2）が

わかる。
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表１ 分野別日本の特許出願数（2014/9/25 現在）

＊特許分析ツールの Biz-cruncher（株式会社パテント・リザ

ルト社製）を使用し，IPC分類について以下の番号が付与され

ている出願を水産関連分野の出願として抽出した。

A01K 61/00，A01K 69/00，A01K 71/00，A01K 73/00，

A01K 74/00，A01K 75/00，A01K 77/00，A01K 80/00，A01K

81/00，A01K 99/00，A22B 3/08，A22C 18/00，A22C 25/00，

A22C 29/00，A23B 4/00，A23J 1/04，A23J 3/00 507，A23J

3/04 501，A23K 1/10，A23K 1/18 102，A23L 1/176，A23L

1/325，A61K 31/595，A61K 35/60，A63B 35/02，B25B 1/00，

B44F 9/08，B63B 35/14，B63H 1/36，B63H 11/11，B64D

1/00，B65B 25/22，B65D 85/50，C02F 103/22，E02B 8/08，

E21B 10/42

水産関連以外の出願数については，特許庁公表の重点 8分野

の特許出願状況のデータ（http://www.jpo.go.jp/shiryou/touk

ei/1402-027.htm）を引用した。

2009年2007年2005年2003年2001 年

エネルギー

5,3204,0652,7792,3452,237ものづくり技術

1,5291,441913748494社会基盤

233

806環境

12,6679,2155,6114,9294,973
ナノテクノロ

ジー・材料

2,9262,2721,342997803

6,8075,0755,181ライフサイエンス

30,52425,33415,64811,87711,137情報通信

2,0811,8411,3651,001

4615988398951,070水産関連

14,6629,121

1,6135,035観賞樹

表２ 種苗登録出願数（2014/3/26 現在）

農林水産省品種登録ホームページからデータを引用

（http: //www.hinsyu.maff.go.jp/tokei/contents/1_2014sokatsu.

pdf）

有効登録品種数出願品種数

きのこ類

201389飼料作物

4,62318,152草花類

543 191

桑

6571,875野菜

5481,528果樹

6781,469食用作物

98241工芸作物

316

林木 39

1118海藻

16

これは，水産業の企業経営体は中小かつ零細の企業

経営体が多く，人材及び金銭面から知的財産までの手

当が難しいこと(7)(8)や，表 1 や表 2から明らかな様に，

水産分野では東日本大震災以前から特許や種苗登録の

出願数が少なく，技術成果について知的財産を「取

得・保護」するなどといった着想・発想がないことが

考えられる。

特許の活用状況をみるために，表 1 で使用した水産

関連の特許出願のデータから，権利継続中，審査中，

出願のみを抽出したものを水産分野の有効特許として

抽出し，特許出願状況と同じく，Biz-cruncherを使用

して，分析・解析をした。

東日本大震災の被災地域である東北地方は，全国的

にも有数な水産都市が多く，水産業が盛んな地域でも

ある（図 5）。それにも関わらず，本有効特許数は，東

北地方は他地域と比較して少ないことから（図 6），被

災地域でもある東北地方の水産業界では，特に知的財

産の「保護・取得・活用」の意識が低い地域と捉える

ことも出来る。

図６ 東日本大震災以前の地域別かつ年別水産分野の有効特許

数（2014/9/25 現在）

＊特許分析ツールの Biz-cruncher（株式会社パテント・リザ

ルト社製）を使用し，表 1 の水産関連の出願データについて，

権利継続中，審査中，出願のみを抽出したものを有効特許とし

て抽出した。

発明の成立過程は，着想と具体化の概念で論じられ

ることから，発明は着想が無ければ具体化出来ないと

も捉えることが出来よう。

このことを知的財産戦略の立案（成立）に当てはめ

てみると，「知的財産」と「戦略」という着想がなけれ

ば，知的財産の戦略について「立案をすることはでき

ない」ということになる。そこで，東日本大震災の知

的財産の支援活動として，先ずは，受援者が「水産分

野で知的財産を取得・保護する」という着想に至る活
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動が必要となると考えた。

知的財産によるブランドの保護状況をみるために，

地域団体登録商標の登録状況を分析した。データにつ

いては特許行政年次報告書 2014年版を引用した。

地域団体登録商標の登録状況について分野別にみる

と，農林水産品の登録件数が多い（表 3）。このことか

らも農林水産品は地域ブランドの対象となり，地域団

体登録商標などの商標権による保護ニーズが高いこと

が伺える。

地域団体商標の都道府県別の登録状況は水産業より

も農業が盛んな京都府が圧倒的に多く，水産業が盛ん

な東日本大震災の被災地域の県名は，上位に上がって

いないことがわかる（表 4）。

産品

特許行政年次報告書 2014年版からデータを引用

（http: //www .jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2014/ho

npen/all.pdf）

表３ 地域団体商標の産品別内訳

サービスの提供（温泉を除く） 14

温泉 41

木材・石材・炭 14

登録件数

貴金属製品・刃物・工具 9

仏壇・仏具・葬祭用具・家具 36

おもちゃ・人形 15

焼物・瓦 28

工芸品・かばん・器・雑貨 78

織物・被服・布製品 52

植物 3

清涼飲料 1

酒 13

茶 15

麺類・穀物 11

菓子 11

調味料 15

牛乳・乳製品 5

加工食品 50

水産食品 38

食肉・牛・鶏 55

果実 40

米 7

野菜 50

16福井県9

表４ 都道府県別地域団体登録商標登録件数上位 10

特許行政年次報告書 2014年版からデータを引用

（http: //www .jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2014/ho

npen/all.pdf）

登録件数都道府県順位

17福岡県7

17東京都8

4

26北海道5

21静岡県6

32兵庫県2

28岐阜県3

27石川県

10 沖縄県

60京都府1

15

このことは，被災地でもある水産都市では，ブラン

ド化の可能性の高い水産品についてブランド化への取

り組みが遅れている可能性が有るとも捉えることが出

来る。

水産物は食品のカテゴリーで市場に流通されること

になる。食品企業にとっては特許以上に食品が選択さ

れて購入権を得ること，つまり，ブランドとして価値

を持つことが重要となることから，業務上の信用が保

護対象となる商標が重要となる(9)。

商品でもある水産物が食品というカテゴリーで流通

される水産業者にとっては，ブランドという業務上の

信用を保護対象とする商標権を核にしたブランド戦略

が重要となり，零細企業が多い水産従事者，つまり水

産業の経営者にとって，利益率が高くなる高付加価値

化などを含めたブランド戦略について関心が高い可能

性がある。

被災水産都市も取り組んでいる六次産業化は，水産

物の高付加価値化が求められている。この高付加価値

化の担保，つまりブランド化に関連する知的財産支援

活動は，復興支援活動において重要となる。

５．活動方針

① 支援とは

大辞林(10)には，支援とは「他人を支え助けること」

と記載されている。また，支援をする上で大切なこと

は，「支援」は相手の立場に立って自分を変えることが
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必要であり，支援者（受援者）がどういう状況に置か

れており，支援行為がどのように受け止められている

かをフィードバック（自省）して，受援者の意図に沿

うように自分の行為を変える必要があり，支援した

い，助けたいということを自己目的化してはならず，

相手のニーズをきちんと汲み取る必要があるとの報

告(11)がある。当然のことであるが，「支援」活動をす

る上で受援者の状況を把握し，受援者のニーズに沿っ

た活動が求められることになる。

そのためにも，現地でのニーズを的確に把握するた

めにも被災水産都市の受援者に会うことが出来る対象

に被災地へ行く「知的財産の支援活動」を推進するこ

とになった。

② 支援時期

東日本大震災発生当初や時間が経過していないとき

は，被災地の人々は日々の暮らしに精一杯の状況であ

り，当然のことながら，受援者に知的財産の支援等を

話せる状況ではなかった。

その当時は，水産分野全般の現地の情報や要望

（ニーズ）の整理を支援活動の中心とし，6．活動紹介

で報告する現地での講演等の活動は，東日本大震災が

発生した一年と半年を経過した頃に開始している。

③ 着想に向けた活動

水産の中に立つと，知的財産は大河の一滴である。

知的財産という着想がない受援者向けに知的財産の

支援活動をするにあたり，他の角度，例えば，経営，

企画，開発，マーケテイングなどからも知的財産のア

プローチをしていくことが効果的であり，知財のみの

活動ではなく，正にパズルのようなかたちでの支援活

動が求められよう（図 7）。

図７ 活動方針のイメージ図

知的財産戦略の着想がないということは，知的財産

についての正確・適切・わかりやすい情報が発信され

ていないという可能性が高い。市場で競争相手となら

ない公的立場からの情報は受け入れやすいことから，

その立場を生かした適切な情報発信が鍵ともなる。

④ 水産物・水産加工品の流通事情

地産他消・地産都消という言葉があるように，水産

物や水産加工品は水産都市のみで生産し，消費してい

るものではなく，広域に流通されている。現に，東京

にいても全国各地の水産物や水産加工品を食すことが

できる。

農林水産分野でもグローバル化が謳われる今日にお

いて，水産物や水産加工品の輸出も盛んになってお

り，水産物や水産加工品の流通範囲はますます広がっ

ている。取引物である水産物や水産加工品について法

的保護手段として独占排他権の性質を有する知的財産

権で保護することは，事業を優位に進めるうえでも効

果的である。

また，知的財産権（例えば，特許法，実用新案法，

意匠法，商標法）の法目的は，産業の発達に寄与する

ことである。特に，種苗法の法目的は農林水産業の発

展に寄与することと明記されており，水産分野の知的

財産権の保護は，水産業の発展に寄与することに貢献

できるとも言えよう。

⑤ 現場主義

水産都市にとって一番必要なことは，大学などの支

援者側ではなく「受援者自身」が知的財産を活用して

水産都市及び水産業を振興させることであることは言

うまでもない。知的財産の出願状況や水産業は中小零

細企業が多いことは，既存のデータや文献などから調

べることが出来る。しかし，現地に行かなければ（見

なければ），わからないことも多々ある。

この活動を進めるためには，被災地域でもある東北

の水産現場や水産都市の状況・現状を的確に把握した

上で，現地支援として現場での要望に応えられる様

に，弁理士であるからには実態を伴った知的財産支援

活動が重要となってくる。

６．活動紹介

本論文では，被災水産都市で実施した知的財産支援

活動の中から代表的な四つの事例について紹介する。
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① 東日本大震災被災地における調査研究事例アー

カイブス

筆者の所属する国立大学法人東京海洋大学 産学・

地域連携推進機構では，かねてから実施している水産

海洋プラットフォーム事業(12)の一環で，全国の水産都

市の支援をしており，そのご縁などもあり，東日本大

震災の発生間もなくから，被災地へ現地調査などに出

向いていた。

そこで，東日本大震災に遭遇した被災者から先ず聴

いたのは，「多くの研究者や研究機関が来るが，一体何

を調べ，その結果，何がわかったのかわからない」，

「被災地を対象にした研究の成果は，多くの学会で発

表され，あるいは各研究機関の講演会等で発表される

ものの，それをいちいち追いかけることは非常に大変

で，研究者ですらその全容がわからない状況である」

という声であり，本当に情報が必要な被災地に情報が

発信出来ていないという問題を目の当たりにした。こ

の問題を打破するため，そのような研究成果を一堂に

会する場を設けようと，東京海洋大学 産学・地域連

携推進機構の故中村宏教授が「東日本大震災被災地に

おける調査研究事例アーカイブス」を構想・考案した。

本構想を具体化するために，2011 年夏頃から科学技

術情報文献データベースにて東日本大震災関連の研究

報告を検索・データ収集後（先行技術調査と同様のも

のである），研究報告の著者でもある研究者に本活動

の賛同と文献や調査成果の提供依頼をし，調査研究成

果の収集を実施した。収集過程で研究者から調査研究

成果でもある論文提供にあたっての著作権関連の問い

合わせもあり，その対応もした。

2012 年 1 月の第 4 回水産海洋プラットフォーム

フォーラムで本構想(13)を発表し，同フォーラム内で

「被災地域における調査研究ポスター展」も開催した

（図 5）。ホームページ（http://researches-geje0311.c

om/）を開設した他に，被災地域の漁協などを訪問す

る際に本資料を持参したり，三陸エリアご当地商品開

発プロジェクト「SANRIKU商品開発・販売戦略策定

セミナー」内でミニパネル展を開催（2013年 1月 岩

手県・一関市）したりすることで，被災地域に研究成

果の情報を発信し，情報を届けた。

本活動は一見すると被災地での知的財産支援活動と

関連がない様に思えるかもしれない。しかし，本アー

カイブスに掲載する調査研究事例を収集する過程で

は，被災地域だけでなく様々な研究者や被災水産都市

の水産業従事者と巡り合うことが出来，人脈という財

産も生まれた。そこからの連携や研究者間でのデータ

共有など，更には一歩進んでどのような研究がどこで

なされているのかを把握出来，被災地域の調査研究及

び復興支援活動について俯瞰することが出来た。

情報を必要とする人に正確な情報を発信することは

非常に重要なことであり，東北地方の水産業界に知的

財産という情報について正確に発信していく必要性を

気付くきっかけとなったことからも，東日本大震災被

災地における調査研究事例アーカイブスは知的財産支

援活動の礎になっているともいえる。

図８ 東日本大震災被災地における調査研究事例アーカイブス

の報告

② 水産加工業者車座研究会

水産加工業者車座研究会は，国立大学法人岩手大学

三陸復興推進機構の主催で実施され，内容は，研究者

などからの講演と個別相談から構成されている。

目的は，水産物の加工について大学などの研究機関

が有する最新の研究事例を紹介し，水産加工業者との

マッチングを計り，競争力ある新商品開発・販路開

拓・生産効率向上につなげることで，震災復旧後の水

産関連産業の発展させることとしている。

対象者は，水産加工業者を中心に，販売業者，仲卸

業者，漁協職員，魚市場関係者，県市町村職員などと

し，この対象者を中心に声掛けをした。その結果，参

加者は，中小企業の経営者が多く，水産業の従事者は

中小企業の経営体が多いことを反映する結果となった。

開催場所は，岩手大学のサテライト及びエクステン

ションセンターが所在する地域を中心とし，現地での

迅速なフォローアップ対応が可能となっている（表 5）。
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表５ 水産加工業者車座研究会一覧

＊久慈は日程があわず不参加

日程場所

2013/1/21宮古

2013/1/21久慈＊

2014/6/28大船渡

2012/11/16釜石

本車座研究会では，弁理士の立場を生かした知的財

産の講演依頼と共に，製品開発や販路開拓といった

マーケティング関連の講演依頼もあったことから，知

的財産のみではなく，知的財産と他の観点を融合させ

た講演や支援を求められていることを知る機会とも

なった。補足までに大学の教員による研究紹介の講演

も実施している。

本車座研究会の参加者（水産業界者）のみならず，

講演者（大学の教員）も被災地域の水産業界関係者と

の連携を望んでいることを事前に把握していたことか

ら，講演の導入に大学との連携方法や知的財産権とは

どんなものであるかについて概説し，大学との連携手

段のひとつである共同研究の成果の保護・活用として

知的財産権を保護すること，特許関連情報（対象・な

ぜ取得するか・水産分野の国内外の出願状況），消費者

ニーズに応える開発手法の紹介を中心に講演を進めた

（図 9）。

図９ 水産加工業者車座研究会の講演資料抜粋

どの車座研究会の参加者についても，商標登録出願

の経験者はわずかながらいるが，特許出願の経験者は

ほとんどおらず，参加者の知的財産の「取得・保護」

の知識については初心者・初歩レベルといえよう。

また，講演に対する質問や個別相談では，企業課題

について特許などを活用した解決が出来るか否か，自

身の行為が特許侵害となるか否か，地域団体商標と通

常の商標の違いについてなどがあった。地域毎に関心

のある話題は異なるものの，質問などをみると具体事

例を介しての知的財産の活用方法を求めていると捉え

ることが出来る。

更にはブランド化というとディーシーブランドや高

級品というイメージしかないことや，商標権は使用し

てこそ，その効力を発揮し，使用しない場合は不使用

取消審判で消滅することや損害賠償請求出来ない場合

があることは弁理士であれば常識のことであっても，

商標権を取得することだけで満足をし，商標の使用を

していないなど，商標権の真の使い方を知らない人も

いたことからも，知的財産の「活用」の知識は初心者・

初歩レベルであると捉えた。

嬉しいことに，本車座研究会を通して，知的財産を

取得・保護しようという発想に至った参加者もいた。

平成 25年度 東京海洋大学・気仙沼市復興支援講

演会でも同様の講演及び相談対応を実施している。

余談となるが，本車座研究会では，日本弁理士会が

実施している特許出願等復興支援制度のリーフレット

を配布し，その制度の概説を説明したが，素晴らしい

制度であるにもかかわらず，残念ながら，特許出願等

復興支援制度について認知している受講者はいなかっ

た。時期や対象者を考慮したうえで，適切な情報発信

が重要であることを改めて認識した機会ともなった。

③ 水産食品のブランド育成セミナー 〜商標・特

許の活用方法〜

水産食品のブランド育成セミナーは，水産業の従事

者及びその関係者を対象に 2014年 3 月 15日に気仙沼

市で開催した。

先行研究，前述の水産加工業者車座研究会や他の職

務を通じて，水産関連のセミナーや講演の受講者は，

水産業界の中小零細の経営者が多く，事業戦略など経

営に直結することについて強い関心があることを認識

した。また，企業経営からみた知的財産の活用と考え

ると，経営を持続させるという観点から永久権の性質

を有する商標権を主体としたブランド戦略が重要にな

ることに改めて気づかされた。
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水産加工業者車座研究会から受援者は知的財産につ

いては具体事例を示したうえでの説明を求めているこ

とも突き止めた。

産地（水産都市）から輸送された水産加工品は，消

費地で購入という選択権を得ることが，事業を継続す

る上で重要となることから，ブランドを育成するため

には，商標権を活用すること，先端の技術（特許など）

を取り入れていくこと，消費者ニーズに応えることが

あげられる。また，水産業の経営者は，ブランド化を

何から取り組んでいけばわからないことも感じたこと

から，具体事例を提示したセミナーでもある「水産食

品のブランド育成セミナー」を構想し，開催する運び

となった。

本セミナーの内容は，先ずはブランドとはどの様な

ものであるか（端的に言うと高いものではないこと）

を最初に説明し，事業戦略上，無体物の財産権でも知

的財産戦略を組むこと（オープン・クローズド戦略な

ど），自ら知的財産権を活用していくことは，ハード主

流の社会からソフト主流の社会になった今日におい

て，ますます重要になっていくこと，現在の商品開発

ではニーズ主導型が主流であり，消費者（都市）の

ニーズを的確に把握し，それを具体化するために技術

を使うことや文化的背景などを活用したストーリー性

も重要であることを概説した（図 10）。

前述の水産加工業者車座研究会の様に質疑応答や個

別相談についても活発になされた。

図 10 水産食品のブランド育成セミナー

〜商標・特許の活用方法〜の講演資料抜粋

本セミナーにおいて，農林水産品を対象とした権威

ある農林水産大臣賞を受賞するためには，特許を取得

するなど先進の技術を開発・導入していること，歴史

的・文化的食品加工技術をうまく活用していることの

他，女性の役員登用や女性リーダーの育成実績，健全

な経営状況も必要であるということを，大学の研究者

（教授）からコメントとして戴いた。中小企業が多い

水産業界からの参加者が，本コメントのメモをとって

いるのが印象的であった。そうした経営面や賞の受賞

手段として知的財産の活用についてアドバイスするこ

とが有意義であることを改めて実感した。

本育成セミナーの内容について周知化を図るため

に，文字ばかりの報告書ではなく参考書ともなる様に

ハンドブック的な資料（報告書）を作成し，被災水産

都市を中心に配布している。

更には他地域でも本セミナーや同内容の出前知的財

産講座も開催予定でもある。

④ 被災水産都市での製品開発支援

東京海洋大学には，海，水産，水環境，食品，港湾，

船舶などの分野について，産業上の技術的課題の相

談，地域振興策などの相談，共同研究などの相談，学

校や教育機関の方の学問的な問い合せ（具体的には，

ある技術的課題を克服し共同研究を実施したいので研

究者を紹介してほしい，地域ブランド等の産品を首都

圏で普及させたいなど）の相談窓口である「海の相談

室」という制度がある。従前から海の相談室を介した

知的財産に関する質問・相談は，数的には少数である

が，存在した。

最近では，被災水産都市の水産業界らも開発商品な

どについて特許出願が出来るか否か，先行特許や商標

を調査するために特許電子図書館（IPDL）の使い方な

どの知的財産に関する相談も受けるようになってきた。

近年，農林漁業生産と加工・販売の一体化や，地域

資源を活用した新たな産業の創出を促進する六次産業

化の一環として，東日本大震災以前から地方自治体や

漁協組合や商工組合などが主体となった地域ブランド

製品の開発が盛んになってきており，東日本大震災で

被災した水産都市では，本震災を契機として，ますま

す盛んになってきていることは先述の通りである。

前述の水産加工業者車座研究会や水産食品ブランド

育成セミナーなどの受講者やその紹介者を中心に，自
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社製品の知的財産に関する相談だけでなく，地域など

が一体・一丸となった製品開発やそのプロジェクトで

の知的財産権獲得など知的財産全般のアドバイザー・

サポート的な役割を求められることが多くなってき

た。そうした依頼は，結果的に，近年の弁理士法の改

正(14)にも標榜業務として明記された「発明発掘等の相

談業務」を実施することにもなっている。

私の立場では製品開発自体は出来ない（開発者では

ない）ので，開発者については必要な研究者などを紹

介することで，開発製品について技術的な付加価値を

高められる様にも努めている。

本業務に関する事項は，秘密保持契約及び共同研究

契約などを締結していることもあり，詳細は公開出来

ないことをご容赦戴きたい。

公開できる範囲内での具体的な活動の一例をあげる

と，気仙沼市では，「産・学・官」が連携した地域の水

産資源の多角的利用（健康食品，地域の素材を生かし

た新商品の開発など）を推進することで，新たな地域

産業の創出と，雇用を創造することと魚離れや魚価低

迷が続く水産業界を活性化することを目的に，2013年

11月に気仙沼水産資源活用研究会（会長 猪狩儀一

氏）を設立した。

気仙沼水産資源活用研究会の活動は，素材の検討・

成分分析・商品開発・共通ロゴの作成・販路開拓を中

心にした内容で，気仙沼水産資源活用研究会では開発

した商品について「ケセモ（登録商標）」ブランドによ

る商品化及び共通ロゴによる製品展開を進めている。

そのため，製品開発における知的財産権全般の支援

（特許・商標等の知的財産権の取得・保護・活用など）

を実施し，共同研究契約・ライセンス契約に代表され

る技術関連の契約のアドバイス・調整なども支援する

ことで，知的財産戦略立案に繋げた活動を実施している。

現在，気仙沼水産資源活用研究会に対する様な活動

が支援の中心となっている。

７．今後に向けて

農林漁業分野では知的財産のワンストップサービス

が期待されており，地域や時代によって異なる要請

（ニーズ）に応えるためにも，新たな知的財産を創出す

ることや活用することへの一層の貢献が期待されてい

る旨の報告(15)もある。

本復興支援活動は，知的財産の総合窓口・ワンス

トップサービスとも捉えることが出来，今後も被災水

産都市での知的財産のワンストップサービスに対応し

ていく必要があると考えている。

六次産業化や水産業のイノベーションに向けた取り

組みの一環として多くの被災水産都市では地域に特化

した製品の開発が進められていること，今年度は被災

地域での工場再建が進むことから，知的財産の総合窓

口・ワンストップサービス的な役割は増えていくかも

しれない（増えていくことを願いたい）。

また，会社や事業を継続させていくため，水産業や

水産都市を維持させるためにも新しいことを産みだす

「開発」を続けていくことは必要であり，そうした観点

からも水産分野での知的財産の支援は継続的に必要で

ある。

知的財産取得・保護という着想に至るには，先ずは

知的財産についての情報が発信されていることが鍵と

なっていると言える。情報発信は重要である。（もし

かしたら，本支援活動での情報発信は，公的教育研究

機関の立場であったから，効果的であったかもしれな

い。）

社会情勢に目を向けると，環太平洋戦略的経済連携

協定（TPP）に合意した場合の知的財産と水産業への

影響，地理的表示制度(16)の導入などの情報は，被災水

産都市に情報が伝わっておらず，これらについても正

確な情報を発信していく必要がある（もしかしたら，

IPDLの廃止も知らない人がいるかもしれない(17)）。

地域ブランドの保護という観点からは，（地域団体

登録）商標の他に地理的表示制度の活用も選択するこ

とが出来，受援者からみれば知的財産，ブランド化に

向けた活用手段が増えることになり，正確かつ迅速な

情報発信は急務となる。

本復興支援活動を通して，知的財産という着想を

持った東日本大震災の被災水産都市の水産業の従事者

について知的財産の知識レベルがあがることで，これ

までの質問や相談内容も洗練されていくかもしれな

い。行く行くは，弁理士などの知的財産の人材を活用

しながら，水産業の経営者の知的財産戦略の立案レベ

ルが高くなっていくことを期待している。

今後は，知的財産の理解度や時代のニーズに対応し
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た形で支援内容が変わっていくことが予想されるもの

の，復興支援活動の方針の根幹でもある自分の立場

（知的財産の専門家である弁理士）を生かした「無形財

産権〜知的財産権〜開発成果」を，受援者自身で活用

できる復興支援としての知的財産支援活動は，続けて

いくつもりである。

注

本活動は，【文部科学省】SANRIKU海洋産業復興研

究教育拠点形成創成事業，過疎・高齢化に対応した安

全・安心を実現する漁港・漁村モデルの構築事業，東

北マリンサイエンス拠点形成事業 高度冷凍技術を用

いた東北地区水産資源の高付加価値化推進の助成を受

け実施した。
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